


問１―２ 

 
１．第３条第１項では、発注事業者がフリーランスに業
務委託をした場合に、給付の内容等を書面等により明
示しなければならないこととしている。 

 
２．書面等によって明示しなければならない事項として
は、現時点においては、法律案に明記されている「給
付の内容」、「報酬の額」、「支払期日」のほか、「その
他の事項」として、「受託者・委託者の名称」、「業務
委託をした日」、「給付の提供場所」、「給付の期日」等
の業種横断的な事項を公正取引委員会規則により定め
ることを予定している。 

 
３．引き続き、様々な業種の取引実態を踏まえつつ、発
注事業者の負担と取引適正化の両面でバランスを取り
ながら、関係者の意見をよく確認して、具体的な事項
を定めてまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 企画官 岡田 博己 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

  



問１―３ 

（参考１）令和５年４月２１日 参・本会議（速記録抜粋） 

 

○浜口誠君 ・・・本法案の第三条には、フリーランスに業務

委託した事業者は、直ちに、公正取引委員会規則に定めると

ころにより、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額、支払

基準その他の事項を書面又は電磁的方法で明示することが義

務付けられます。ここで言うその他の事項とは何か、具体的

にお示しください。フリーランスやフリーランス協会などの

要望を踏まえると、契約時に明示すべき内容として、諸経費

の扱い、納品・検収方法、支払条件、契約変更・解除条件、

秘密保持、著作権の帰属、損害賠償、やり直し範囲、再受託

の可否といった内容も契約条件の明示内容に加えるべきと考

えますが、いかがでしょうか。・・・ 

 

○国務大臣（後藤茂之君） ・・・本法案第三条の書面等で明

示しなければならないその他の事項についてお尋ねがありま

した。第三条第一項では、発注事業者がフリーランスに業務

委託をした場合に、給付の内容等を書面等により明示しなけ

ればならないこととしています。書面等によって明示しなけ

ればならない事項としては、現時点においては、法律案に明

記されている給付の内容、報酬の額、支払期日のほか、その

他の事項として、受託者、委託者の名称、業務委託をした

日、給付の提供場所、給付の期日等の業種横断的な事項を定

めることを予定としています。引き続き、様々な業種の取引

状況を踏まえつつ、発注事業者の負担と取引適正化の両面で

バランスを取りながら、関係者の意見をよく確認して具体的

な事項を定めてまいります。・・・ 

 

 

 

 



問１―４ 

（参考２）令和５年４月５日 衆・内閣委員会（速記録抜粋） 

 

○井坂委員 ・・・まず、法案第三条の条件明示の項目につい

て伺います。フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに

委託業務の内容、報酬、支払い期日その他の事項を書面で明

示することが委託側、委託事業者に義務づけられます。そし

て、その他の事項というのは、下請法の項目を縮小して、互

いの名称、取引開始日、役務の提供場所、納期、継続的な役

務取引の契約期間など、加えて七項目ぐらいを公取委規則に

定めるというふうに伺っています。一方、我々がフリーラン

ス当事者や弁護士さんなど四団体からヒアリングをしたとこ

ろ、契約時の条件を決めて明示してほしい項目はほかにも多

数あるということであります。例えば諸経費、あるいは納品

方法、支払い条件、そして変更、解除の条件、それから著作

権及び著作隣接権の帰属、二次利用料の分配、それから損害

賠償や、やり直し範囲等の契約不適合責任などであります。

大臣に伺いますが、今回の法案では第三条の条件明示の項目

が少な過ぎるのではないでしょうか。 

 

○後藤国務大臣 今、先生の方からある程度政府の方針も御説

明いただいたわけですけれども、第三条第一項では、発注事

業者がフリーランスに業務委託した場合に書面等により明示

しなければならない項目が出ておりまして、そのほかに、受

託、委託者の名称、業務委託をした日、給付の提供場所、給

付の期日等の業種横断的な事項を定めることを予定しており

まして、法定三つに加えて、四つ加えるということで検討を

いたしております。ただ、様々な業種の取引実態を踏まえつ

つ、引き続き、発注事業者の負担と取引適正化の両面でバラ

ンスを取りながら、関係者の意見をよく確認しながら、具体

的な事項を定めることとしたいというふうに思っておりま

す。 







問２―２ 

２．他方で、フリーランスの事業や職種は多様であるこ
とから、本法案の「特定受託事業者」の定義も踏まえ
つつ、フリーランスが幅広く特別加入することができ
る大きな加入枠を設けることについて、厚生労働省に
おいて検討を行っているものと承知している。（注３） 

 

（注３）令和４年６月に閣議決定された「新しい資本主義の

グランドデザイン及び実行計画・フォローアップ」におい

て、「フリーランスの方々が幅広く労災保険に加入できるよ

う、労災保険特別加入制度について新たな枠組みの検討を

行い、早期に、労働政策審議会の審議を経て、その結果に

基づき、所要の措置を講ずる。」とされている。 

 
３．詳細については、厚生労働省にご確認いただきたい。 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス 

取引適正化法制準備室  参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  

 

 
 
 
 

 



問２―３ 

（参考１）特別加入制度について 



問２―４ 

（参考２）特別加入制度の状況 



問２―５ 

（参考３）特別加入制度に拡大について 



問２―６ 

 

（参考４）特別加入制度の拡大に関する部会建議等について 



問３―１ 

（対後藤大臣） 
４月２５日 参・内閣委 上田 清司 君 
問３（対大臣）．21日の本会議でフリーランスのライフ
リスクに対応した働き方に左右されない社会保障制
度についての質問において、厚生労働大臣から、全
世代型社会保障構築会議報告での指摘を踏まえて検
討を行うことや小倉大臣の下で取りまとめられた試
案に基づき「こども未来戦略会議」の議論を踏まえ
ながら対応していく旨の答弁があったが、その具体
的内容や今後の取組如何。 

 
１． 昨年12月にとりまとめた「全世代型社会保障構築

会議 報告書」では、 
・ フリーランス・ギグワーカーについて、その被

用者性の捉え方などの検討を深め、必要な整理を
行うとともに、より幅広い社会保険の在り方を検
討する観点からの議論を着実に進めるべきとされ、 

・  具体的には、「フリーランスとして安心して働け
る環境を整備するためのガイドライン」に照らし
て、現行の労働基準法上の「労働者」に該当する
方々については、「被用者性」も認められ、被用者
保険が適用される旨を明確化した上で、その適用
が確実なものとなるよう、必要な対応を早急に講
ずるべき、 

・  そのうえで、それ以外の「労働者性」が認めら
れないフリーランス・ギグワーカーに関しては、
新しい類型の検討も含めて、被用者保険の適用を
図ることについて、フリーランス・ギグワーカー
として働く方々の実態や諸外国の例なども参考と
しつつ、引き続き、検討を深めるべき 

 とされており、同報告書に基づき、今後は所管の厚生
労働省において検討が進められるものと承知している
が、私としても検討状況をしっかりフォローアップし
てまいりたい。 

  



問３―２ 

２．併せて、仕事と育児の両立の支援に向けて、先般、
小倉大臣の下で取りまとめられた試案では、 
被用者保険の取扱いを踏まえつつ、育児期間に係る

国民年金保険料免除措置の創設を検討することが盛り
込まれており、「こども未来戦略会議」の議論を踏ま
えながら、私としても検討状況をしっかりフォローア
ップしてまいりたい。 

  



問３―３ 

更問１．フリーランスに対する社会保障について、年
金だけではなく、それ以外の制度を含め対象を広げ
ていくべきではないか。 

 
１．いわゆるフリーランスといった雇用契約によらない

働き方については、実態として労働者（※）に該当し
ない限り、雇用関係を前提とする、 

 ・ 労働基準法に基づく産前産後休業 
 ・ 育児・介護休業法に基づく育児休業 
 ・ 雇用保険法の育児休業給付 
 ・ 健康保険法の出産手当金 
 等について、基本的に対象とはならないものと承知。 
 ※「労働者」・・・職業の種類を問わず、事業または事務所に使用さ

れる者で、賃金を支払われる者（労働基準法第９条） 

 
２．フリーランスなどに対するこうした保障については、

給付の仕組みや水準、費用負担の在り方など多くの課
題があるものと承知している。 
（詳細については、厚生労働省にご確認いただきた
い。） 

 

  



問３―４ 

更問２．全世代型社会保障構築会議の報告書では「育
児期間中の給付の創設についても検討を進める」と
されたが、先月末に公表された「こども・子育て政
策の強化について（試案）」では、「育児期間に係る
保険料免除措置の創設に向けた検討を進める」と記
載が変わった理由は何か。 

 
１．昨年12月に取りまとめた全世代型社会保障構築会議
の報告書では、「自営業者やフリーランスなど育児休
業給付の対象外である方々に対し、子育て期の就労に
関する機会損失への対応という観点からの支援を検討
する」こととされている。 

 
２．フリーランスなどに対するこうした保障については、

給付の仕組みや水準、費用負担の在り方など多くの課
題があるものと承知している。このため、 

 ・ 自営業者やフリーランス等を対象とする産前産後
の保険料免除の仕組みが、既に国民年金にあること
などを踏まえつつ、 

 ・ 新たな給付を創設する場合の事務コストも考慮し、 
国民年金第１号被保険者の育児期間に係る保険料免除
措置の創設に向けた検討を進めることにより、自営業
者やフリーランスなどの方々への経済的支援を行うこ
ととなったと承知している。 

 
 
 

答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局フリーランス取引適正

化法制準備室 参事官 堀 泰雄 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  







問３―７ 

（参考３）全世代型社会保障構築会議報告書（令和４年 12 月 16 日） 

 
 

  



問３―８ 

 

 



問３―９ 

（参考４）こども・子育て政策の強化について（試案）（令和５年３月

31 日） 
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問４―１ 

（対大臣） 
４月２５日 参・内閣委 上田 清司 君 
問４（対大臣）．社会全体として学び直しが求められ
ている中、高度な専門性を持ちたいと考えるフリー
ランスに対する学び直しの機会をどう提供していく
のか、大臣の見解如何。 

【注】

 
 
１．フリーランスを選択される方も含め、高度な専門性
を持ちたいと考える個人に対し、必要な学び直しがで
きる環境を整備することは重要。 

 
２．このため、厚生労働省では、 
 ・フリーランスを含む多様な働き方で働く方々に対し、

自律的なキャリア形成が行えるよう、キャリアコン
サルティングの機会の提供等の支援を行っており、 

  また、文部科学省では、 
 ・大学等における社会人向けの教育プログラム開発の

支援や、 
 ・社会人の学びを応援するポータルサイト「マナパス」

において、大学・専門学校等が社会人向けに提供す
る教育プログラムを、学習者の希望に応じて検索し
やすい形で情報提供 

 を行っている。 
 
３．引き続き、厚生労働省、文部科学省を含めた関係省
庁と連携し、フリーランスを含めた個人の主体的な学
び直しを後押ししてまいりたい。 

 
答弁作成責任者：内閣官房新しい資本主義実現本部事務局 

フリーランス取引適正化法制準備室 参事官 渡辺 正道 

連絡先：役所 （内線： ） 携帯  



問４―２ 

（参考１）キャリア形成・学び直し支援センター事業 

  



問４―３ 

（参考２）成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレン

ト教育推進事業 



問４―４ 

（参考３）社会人等の学び直し情報発信ポータルサイト「マナ

パス」 

  



問４―５ 

（参考４）求職者支援制度について 

 

・厚生労働省が実施している「求職者支援制度」においても、

フリーランスなど雇用保険の給付を受けられない求職者の方

に対して、就職・転職に向けた無料の職業訓練などを提供し

ている。 

 

・求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方々が生活保護

に至ることのないようにするため、雇用保険と生活保護の間

をつなぐセーフティネットとして構築されたものであり、将

来的にも雇用保険被保険者としての就職を希望しない者は対

象としていない。 

  

 




